
(別紙)

評価項目 認証基準（全て必須）

①新規採用者育成計画（ＯＪＴを含む）の策定
・情報公表制度における評価項目「全ての「新任」の従業者を対
象とする研修計画がある」をクリアしている

②新規採用者研修（合同、派遣含む）の実施
・情報公表制度における評価項目「全ての「新任」の従業者を対
象とする研修の実施記録がある」をクリアしている

③ＯＪＴ指導者に対する研修等の実施
・ＯＪＴ指導者又はプリセプターの設置及び全職員への公表
・ＯＪＴ指導者やプリセプターに対する研修の実施

①資質向上目標及び具体的計画の策定

②資質向上計画に係る研修の実施又は研修機会の確保

③能力評価の実施又は資格取得のための支援の実施
（受験対策講座の開催、受講料の負担、受験手数料の負担
など）

④人材育成を目的とした意見交換（面談）の実施

⑤給与体系又は給与表の導入及び職員への周知
・介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰ、Ⅲを満たし
ている

①休暇取得・労働時間縮減のための取組の実施
（休暇の計画取得促進、リフレッシュ休暇、誕生日休暇など）

・取組推進のための検討会議の開催
・取組の実施及び全職員への周知

②出産後復帰に関する取組の実施
（育児休業中のコミュニケーション、職場復帰プログラム、施
設内保育所の設置、再雇用制度など）

・取組の実施及び全職員への周知

③育児、介護を両立できる取組の実施
（柔軟な勤務制度、学校行事参加のための特別休暇制度、
女性が働きやすい取り組みなど）

・取組の実施及び全職員への周知

④健康管理に関する取組の実施
（相談体制の整備、夜勤ガイドラインなど）

・健康管理、増進に関する検討会議の開催
・取組の実施及び全職員への周知

⑤セクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等の防止に
関する取組の実施
（方針の明確化及び周知・啓発、相談体制の整備など）

・取組の実施及び全職員への周知
・相談体制の整備

①情報公表調査の任意の受審 ・１年以内の情報公表調査を受審し、一定レベル以上である

②地域との交流
（イベントへの地域住民の招待、実習やインターンシップ受
入ガイドラインの作成、ボランティアの受入など）

・情報公表制度における評価項目「地域との連携、交流等を
行っている」に関する３項目のうちいずれかをクリアしている

③関係法令の遵守

･過去５年間指導監査において勧告又は行政処分を受けていな
い
・情報公表制度における評価項目「従業者に対する倫理、法令
等の周知等」に関する２項目のいずれもクリアしている

※「２ キャリアパスと人材育成」の認証基準で、介護職員等処遇改善加算（新加算）Ⅰ～Ⅳを算定されている事業所

にあっては、評価項目①から⑤をそれぞれ満たしているとみなします。
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愛知県介護事業所人材育成認証評価事業
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・介護職員等処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅱを満たしてい
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